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申
告
に
必
要
な
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
、
な
る
べ
く
指
定
の
日
時
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
申
告
相
談
日
程
表
は
広
報
1
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
書
類
　
　   

　

■
平
成
25
年
中
の
所
得
が
わ
か
る
書
類

◎
給
与
所
得
者
　
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

◎
年
金
所
得
者
　
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

◎
事
業
所
得
者
　
営
業
・
農
業
・
不
動

産
所
得
の
収
支
内
訳
書
（
収
支
・
経
費
の

詳
細
が
分
か
る
資
料
や
領
収
書
等
）

※
事
前
提
出
の
方
を
除
く

■
各
種
控
除
の
書
類

◎
医
療
費
控
除
　
領
収
書
な
ど

※
平
成
25
年
中
に
本
人
や
生
計
を
一
に

す
る
家
族
の
た
め
に
支
払
っ
た
医
療
費
が

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
　

支
払
っ
た
医
療
費
の
金
額
か
ら
保
険
等

で
補
填
さ
れ
た
金
額
を
差
し
引
く
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
書
類
も
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

①
社
会
保
険
・
共
済
等
か
ら
給
付
を
受
け

た
も
の
　（
例
）高
額
療
養
費
等

②
生
命
保
険
・
損
害
保
険
等
か
ら
給
付
を

受
け
た
も
の
　（
例
）損
害
費
用
保
険
金
・

医
療
保
険
金
・
入
院
給
付
金
等

☆
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
ら
な
い
経
費
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。（
例
）予

防
接
種
料
・
文
書
料
・
補
聴
器
代
等

ご
不
明
な
場
合
は
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◎
社
会
保
険
料
控
除

　
国
民
年
金
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

◎
扶
養
控
除

　
配
偶
者･

扶
養
者
に
所
得
が
あ
っ
た
人

は
、
所
得
金
額
が
分
か
る
も
の

◎
生
命
保
険･

地
震
保
険
控
除

生
命
保
険
料
等
の
控
除
証
明
書

◎
雑
損
控
除
　
領
収
書
な
ど

◎
障
害
者
控
除

　
身
体
障
害
者
手
帳
／
療
育
手
帳
／
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
／
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
は
介
護
支
援
係
発
行
の

障
害
者
控
除
認
定
書
（
事
前
に
介
護
支

援
係
に
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。）

◎
寄
付
金
控
除

　
寄
付
し
た
団
体
か
ら
の
領
収
書
な
ど

◎
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　
住
宅
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
な

ど
（
控
除
を
受
け
る
最
初
の
年
は
、
住

民
票
、
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
な
ど

も
必
要
で
す
）

■
申
告
者
名
義
の
金
融
機
関
口
座
番
号

■
税
務
署
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
申
告
用

紙
が
あ
る
方
は
、
そ
の
申
告
書

■
印
鑑

2
月
17
日
～
3
月
17
日
の
間
、
役
場
で
申
告
相
談
を
実
施

所
得
税･

町
県
民
税
の
申
告
相
談

申告

問
総
務
課
税
務
係
☎（
２
５
５
）５
９
２
１

信濃町役場 ☎ 255-3111　http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/

長野税務署の確定申告会場
長野市若里市民文化ホール

所得税／贈与税／
個人事業者の消費税・地方消費税

長野市役所長野県庁

丹波島橋 長野日赤 バス停
日赤

バス停
ビッグハット前

犀川
長野大橋

信大工学部

県民文化会館

ビッグハット

ＮＨＫ

ＪＲ長野駅

国道 19号

国
道
18
号国道 19 号

国
道
１
１
７
号

若里市民文化ホール

申告会場

■2月23日日／3月2日日は、休日受付
を行います
▪混雑状況により受付の締切時間を繰り上
げさせていただく場合があります。
▪当会場では、現金等での納税は取り扱っ
ておりません。
▪「所得税の確定申告の手引き」や申告書
用紙などは、国税庁ホームページからダウン
ロードできますので是非ご活用ください。

▶開設期間　２月12日水～３月17日月（土日祝除く）
▶受付時間　午前９時～午後４時

※期間中は、長野税務署には
作成会場がありません。

■申告や会場についてのお問い合わせは
長野税務署 ☎(234)0111
（自動音声案内につながります）

平 成 26 年 1 月 1
日に信濃町にお住
まいでしたか？

信濃町での申告は必要ありません。
平成 26 年 1 月 1 日にお住まいの市
区町村に確認してください。

平成 25 年中に収入は
ありましたか？

非課税収入
障害者年金・遺族年金のみ

・別居親族の被扶養者（税法上）
・扶養に該当しない

同居親族の被扶養者（税法上）

住民税申告が必要
税証明が必要な場合や、国
民健康保険料や介護保険料、
後期高齢者医療保険料、保
育料、高額療養費の自己負担
限度額、各種医療助成制度等
の区分判定等に所得等が必
要な場合は税金がかからなく
ても申告が必要です

収
　
入
　
の
　
種
　
類

給与

年金

事業
（農業・不動産・
営業・雑所得・
一時所得等）

・年金収入が 400 万円以上ある方
・年金収入以外の所得が 20 万円以上の方

・年金収入が 400 万円以下でその他の所得   
  が 20 万円以下の方
・年金収入のみで収入金額が 148 万円以上
  の方（65 歳未満の方は 98 万円）

・年末調整を行っていない方、または控
  除し忘れたものがある方
・給与収入が 2,000 万円を超える方
・給与を複数カ所からもらっている方

給与所得以外の所得が 20 万円以下の方

合計所得－所得控除＝マイナスの額

合計所得－所得控除＝プラスの額

いいえ

いいえ

はい

はい

■
平
成
26
年
度
か
ら
の
改
正
点

◎
防
災
・
減
災
の
た
め
の
臨
時
増
税
の

お
知
ら
せ

　
東
日
本
大
震
災
を
教
訓
と
し
、
緊
急

に
実
施
す
る
必
要
性
が
高
く
、
即
効
性

の
あ
る
防
災
・
減
災
の
た
め
の
増
税
に

つ
き
ま
し
て
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

①
町
県
民
税（
個
人
住
民
税
）の
臨
時

増
税

※
表
中
の
県
民
税
に
は
森
林
づ
く
り
県

民
税
500
円
を
含
み
ま
す
。

②
所
得
税
の
復
興
増
税

　
納
付
す
る
所
得
税
に
2.1
％
を
か
け

て
算
出
し
た
金
額
を「
復
興
特
別
所
得

税
」と
し
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
課
税
期
間
は
平
成
25
年
度
か
ら
平

成
49
年
度（
25
年
間
）ま
で
で
す
。
　

区分
均等割額

計
現行

臨時
増税

町民税 3,000 500 3,500

県民税 1,500 500 2,000

計 4,500 1,000 5,500

住民税申告が必要

※このフローチャートは簡易に判断するものです。ご不明な場合はお問合せください。

確定申告が必要

住民税申告が必要

住民税申告が必要

確定申告が必要

住民税申告が必要

確定申告が必要

申告フローチャート
ス
タ
ー
ト
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国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
率
ア
ッ
プ
と
滞
納
の
解
消

期
限
内
の
納
入
を
お
願
い
し
ま
す

収納

働
く
方
の
生
活
を
支
援

住
宅
建
設
の
借
入
金
利
子
を
補
給
し
て
い
ま
す

住宅

■
対
象
者
　
平
成
25
年
内
に
、住
宅
金
融

公
庫
以
外
の
金
融
機
関
か
ら
住
宅
建
設

の
た
め
の
借
入
を
し
、
町
内
に
本
人
又
は

家
族
が
居
住
す
る
住
宅
を
新
築
又
は
増

改
築
し
た
方

■
対
象
建
物
・
所
得
等
の
条
件

①
建
築
延
べ
床
面
積
が
、
新
築
：
１６５
㎡
以

下
。
増
改
築
：
20
㎡
以
上
60
㎡
以
下

②
課
税
所
得
金
額
の
世
帯
合
計
が
４００
万

円
以
下
、
か
つ
総
所
得
金
額
の
50
％
以
上

が
給
料
・
賃
金
等
の
所
得

③
併
用
住
宅
の
場
合
、
住
宅
部
分
の
床

面
積
が
50
％
以
上

④
過
去
５
年
間
、
当
補
給
金
を
未
受
給

■
補
給
率
　
初
年
度
か
ら
３
年
間
の
利

子
総
額
の
１
／
５
以
内
。
但
し
借
入
金

額
２００
万
円
を
上
限
と
す
る

■
申
請
締
切
　
平
成
26
年
2
月
28
日
㊎

問
選
挙
管
理
委
員
会
☎（
２
５
５
）３
１
４
３

■
国
保
財
政
は
危
機
的
な
状
況
　

　
国
民
健
康
保
険
は
、
万
が
一
の
病
気
や

け
が
の
際
に
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
、
被
保
険
者
が
普
段
か
ら
保
険

税
を
出
し
合
い
、
必
要
な
医
療
費
に
充
て

て
相
互
に
助
け
合
う
医
療
保
険
の
ひ
と
つ

で
す
。
し
か
し
、
現
在
、
こ
の
相
互
扶
助

の
制
度
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
り
、
そ
の

原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
保
険
税
の
滞
納
が

あ
り
ま
す
。
平
成
24
年
度
課
税
分
の
状
況

は
下
図
の
通
り
で
す
。
平
成
23
年
度
以
前

の
滞
納
額
も
含
め
、
で
き
る
だ
け
早
期
に

完
納
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
滞
納
処
分
を
強
化
　

　
保
険
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
で
い
る
と
、

ま
じ
め
に
納
付
し
て
い
る
人
と
の
間
に
不

公
平
が
生
じ
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康

保
険
財
政
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　
現
在
、
滞
納
者
に
対
し
て
は
納
付
相
談

を
実
施
し
、
滞
納
の
状
況
（
滞
納
し
て
い

る
理
由
・
金
額
・
年
数
な
ど
）
と
納
付
の

状
況
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
法
令
に
基
づ

き
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
特
別
な
事
情
も
な
い
悪
質
な
滞

納
者
に
対
し
て
は
、
各
種
財
産
の
滞
納
処

分
（
差
押
え
な
ど
）
を
含
め
、
今
後
は
よ

り
厳
正
に
対
処
し
て
い
き
ま
す
。
　

　
ま
た
、
係
か
ら
様
々
な
通
知
が
届
い
た

際
、
滞
納
処
分
に
つ
な
が
る
重
要
な
書
類

が
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
開
封
の
う
え

内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
は
医
療
費
に
充
て
る
大
切
な
財
源
で
す
。

問
産
業
観
光
課 

癒
し
の
森
・
企
業
誘
致
係 
☎（
２
５
５
）５
９
２
５

左
記
の
条
件
に
よ
り
住
宅
建
設
資
金
の
利
子
補
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
1
年
前
納
は
4
月
か
ら
翌
年
3
月
ま

で
、
2
年
前
納
は
4
月
か
ら
翌
々
年
3

月
ま
で
の
保
険
料
を
4
月
末
に
振
り
替

え
て
納
付
し
ま
す
。

　
1
年
前
納
、
2
年
前
納
を
ご
希
望
の

場
合
、
2
月
末
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
間
に
合
わ
な
か
っ
た
場
合
、
通

常
の
翌
月
末
振
替
と
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

■
割
引
額
︵︵
平
成
25
年
度
の
目
安
︶　

１
年
前
納
　
３
，
７
８
０
円

2
年
前
納
　
１
４
，
３
６
０
円

　
お
手
続
き
の
際
に
は
通
帳
と
お
届
け

印
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

2
年
前
納
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振
替
方

法
が
5
つ
か
ら
選
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

国
民
年
金
保
険
料
の
2
年
前
納
が
始
ま
り
ま
す

2
年
前
納
は
保
険
料
が
割
安
に
な
り
ま
す

年金

問
住
民
福
祉
課 

住
民
国
保
年
金
係
☎（
２
５
５
）６
８
２
０

作
業
中
の
事
故
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い

雪
下
ろ
し
、
除
雪
機
の
作
業
は
安
全
に

除雪

除
雪
時
の
安
全
の
た
め
に   

　  

■
除
雪
機
を
使
う
時

◎
機
械
に
詰
ま
っ
た
雪
を
取
り
除
く
際

は
必
ず
エ
ン
ジ
ン
を
止
め
る

◎
傾
斜
し
て
い
る
所
や
段
差
の
あ
る
場
所

で
は
、
除
雪
機
の
転
倒
や
転
落
に
特
に
注

意
す
る

◎
雪
が
落
下
す
る
構
造
の
屋
根
の
下
で
は

必
ず
雪
が
落
下
し
た
後
に
作
業
す
る

◎
緊
急
停
止
ス
イ
ッ
チ
な
ど
除
雪
機
の

安
全
装
置
を
確
認
す
る

■
屋
根
の
雪
下
ろ
し
を
す
る
時

◎
一
人
で
の
雪
下
ろ
し
は
避
け
家
族
や
隣

近
所
に
知
ら
せ
て
か
ら
行
う

◎
暖
か
い
日
や
雨
の
降
っ
た
日
な
ど
は
、

滑
り
や
す
い
の
で
特
に
注
意
す
る

◎
命
綱
や
滑
り
止
め
を
つ
け
る

◎
は
し
ご
は
倒
れ
な
い
よ
う
し
っ
か
り
固

定
す
る

除
雪
に
関
す
る
支
援
制
度
　      

︻
小
型
除
雪
機
貸
出
事
業
︼

　
町
が
小
型
除
雪
機
（
10
馬
力
級
）
を

貸
し
出
し
ま
す
（
４
台
）。
高
齢
、
ま
た

は
身
体
的
な
理
由
に
よ
り
自
力
で
除
雪

す
る
こ
と
が
困
難
な
世
帯
の
除
雪
を
、
地

域
が
助
け
合
っ
て
実
施
す
る
際
に
限
り
貸

し
出
し
ま
す
。
申
込
み
は
福
祉・男
女
共

同
参
画
係
へ
。

︻
軽
度
生
活
支
援
事
業
︼

　
労
力
、
資
力
の
な
い
高
齢
者
世
帯
等

の
屋
根
の
除
雪
や
、
人
力
ま
た
は
機
械
に

よ
る
除
雪
を
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
。

除
雪
中
の
事
故
が
多
発
す
る
時
期
で
す
。
除
雪
作
業
は
寒
い
野
外
で
の
重
労

働
で
、
疲
労
が
た
ま
り
や
す
い
作
業
で
す
。
十
分
な
休
息
を
取
り
安
全
に
作

業
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

高所の雪下ろしは十分ご注意を

除
雪
の
事
故　

問
総
務
課 

庶
務
係 

☎（
２
５
５
）３
１
４
３

支
援
制
度　
　

問
住
民
福
祉
課 

福
祉・男
女
共
同
参
画
係 

☎（
２
５
５
）１
１
７
９

問
住
民
福
祉
課 

住
民
国
保
年
金
係
☎（
２
５
５
）６
８
２
０

一世帯の保
険税（円）

一人当たり保険税
(円)

収納率
（％）

全体 一般 退職 全体 一般 退職

長野県 147,844 84,066 82,031 105,003 93.27 92.84 96.72

信濃町 136,180
(53位）

75,569
(58位)

73,490
(56位)

92,414
(59位)

96.35
(30位)

95.95
(34位)

98.96
(22位)

■滞納額の状況　平成 24 年度課税分の未収額　8,206,211 円

信濃町役場 ☎ 255-3111　http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/

優
良
農
地
を
守
り
、
農
業
振
興
を
推
進
す
る

農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す

選挙選
挙
で
選
ぶ
委
員
の
数
は
12
人
で
、
任
期
は
今
年
の
4
月
1
日
か
ら
3
年
間
で

す
。

■
告
示
　

3
月
18
日
㊋

■
投
票
　

3
月
23
日
㊐

■
任
期
　

4
月
1
日
か
ら
3
年
間

■
選
挙
権
・
被
選
挙
権

　
平
成
25
年
1
月
1
日
現
在
で
調
整
し

た
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

■
立
候
補
届
出
説
明
会

立
候
補
予
定
の
方
は
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

◎
日
時
　

2
月
28
日
㊎
午
後
2
時
～

◎
会
場
　
総
合
会
館
1
階
教
室

◎
必
要
書
類
　
戸
籍
謄
本
ま
た
は
抄
本

1
通

問
総
務
課 

税
務
係
☎（
２
５
５
）５
９
２
１

4
月
か
ら
一
時
休
止
し
て
い
た
時
間
外
窓
口
を
再
開
し
ま
す

土
曜
窓
口
を
廃
止
し
、
平
日
夜
間
窓
口
で
再
開

窓口4
月
か
ら
一
時
休
止
し
て
い
た
時
間
外
窓
口
を
再
開
を
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

再
開
に
あ
た
り
土
曜
窓
口
を
廃
止
し
て
、
平
日
の
夜
間
窓
口
に
変
更
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
延
長
日
　
毎
週
火
曜
日
（
祝
祭
日
を

除
く
）

■
延
長
時
間
　
午
後
7
時
ま
で

■
取
扱
業
務
　

◎
印
鑑
登
録
／
印
鑑
証
明
書
／
住
民
票

／
戸
籍
証
明
書
／
戸
籍
の
附
表

◎
所
得
証
明
書
／
固
定
資
産
課
税
台
帳

(

名
寄
帳)

／
評
価
額
証
明
書
／
公
課
証

明
書
／
軽
自
動
車
車
検
用
納
税
証
明
書

／
各
種
納
税
証
明
書
／
各
種
納
税

◎
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
住
民
福
祉
課 

住
民
国
保
年
金
係
☎（
２
５
５
）６
８
２
０
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